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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１１月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年８月２６日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 兵庫県淡路市津名港東方沖 

 津名港志筑
し づ き

外南防波堤灯台から真方位１０３°５.８海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３４°２４.６′ 東経１３５°０１.７′） 

事故の概要  漁船 寿
ことぶき

丸は、漂泊して揚網作業中、また、漁船第五神
かみ

中
なか

丸は、北

進中、両船が衝突した。 

寿丸は、船首部かんぬきの折損等を生じ、また、第五神中丸は、右

舷船首部かんぬき等に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和元年９月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 寿丸、９.７トン 

   ＯＳ２－１６４６（漁船登録番号）、個人所有 

   １７.２４ｍ（Lr）×３.１７ｍ×０.９９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６２

年１月２６日 

Ｂ 漁船 第五神中丸、４.８トン 

   ＨＧ３－３６７５９（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.５０ｍ（Lr）×３.０６ｍ×０.９６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１１０kＷ（動力漁船登録票による）、平成２

年１２月１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２年３月１５日 

    免許証交付日 平成２７年２月５日 

           （令和２年３月１４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１０月２４日 

    免許証交付日 令和元年７月３１日 
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           （令和７年６月２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部かんぬきに折損、左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部かんぬき及び右舷船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、底びき網漁を行う目的で、令和

元年８月２６日０５時２０分ごろ大阪府泉南
せんなん

市岡田漁港を出港した。 

 Ａ船は、兵庫県洲本
す も と

市洲本港東方沖で操業を開始した後、津名港東

方沖で船首を西方に向けて機関を中立運転とし、３回目の揚網を開始

した。 

 船長Ａは、後部甲板に設置された揚網機付近に立って揚網作業中、

左舷正横方にＡ船に向かって来るＢ船を視認したものの、漂泊して揚

網しているＡ船をＢ船がそのうち避けると思って操業を続けた。 

 Ａ船は、船長Ａが、２００ｍ付近に接近したＢ船にＡ船を避ける様

子がなかったので、危険を感じて機関を全速力後進としたものの、０

９時３０分ごろ左舷船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、Ｂ船が航行を続けたので、Ｂ船を追い掛けるとともに、

所属する漁業協同組合に本事故の発生を連絡し、海上保安庁への通報

を依頼した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、０９時００分ごろ、洲本港東方

沖で２そうびき網漁を終え、淡路市岩屋港に向けて約９ノットの対地

速力で自動操舵により北進を開始した。 

 船長Ｂは、０９時１５分ごろから数分間、操舵室で立って見張りを

行ったものの、周囲に他船を見掛けなかった。 

 船長Ｂは、前路に他船はいないと思い、操縦席に腰を掛け、山立て

により船位を確認しようと左舷方の淡路島を見ながら、同じ針路及び

速力で航行を続けていたところ、衝撃音を聞いてＡ船と衝突したこと

に気付いた。 

 船長Ｂは、操舵室から出てＢ船の損傷を確認したところ、Ｂ船に大

した損傷がなかったので、岩屋港に向けて航行を続けた。 

 船長Ｂは、帰港後、所属の漁業協同組合に本事故の発生を連絡し

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、漁労に従事していることを示す黒色の鼓型形象物を掲げて

いた。 

 Ａ船は、汽笛を装備していなかった。 

 船長Ｂは、Ｂ船にＧＰＳプロッターが装備されていないので、ふだ

んから山立てにより船位を確認していた。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、津名港東方沖で漂泊して揚網作業中、船長Ａが、左舷正横

方から接近するＢ船を認めた際、揚網しているＡ船をＢ船がそのうち

避けると思い、操業を続けたことから、更に接近するＢ船に対して危

険を感じ、機関を全速力後進としたものの、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

 Ｂ船は、津名港東方沖を北進中、船長Ｂが、周囲に他船を見掛け

ず、前路に他船はいないと思い、山立てにより船位を確認しようと左

舷方の淡路島を見ながら、同じ針路及び速力で航行を続けたことか

ら、前路で漂泊中のＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、津名港東方沖において、Ａ船が漂泊して揚網作業中、Ｂ

船が北進中、船長Ａが、揚網しているＡ船をＢ船がそのうち避けると

思い、操業を続け、また、船長Ｂが、前路に他船はいないと思い、同

じ針路及び速力で航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・航行中は、見張りに集中し、周囲の状況を絶えず確認すること。 

 ・揚網作業中においても、接近する他船を認めた場合、他船が避け

ると思い込まず、船体を移動させるなどして早期に衝突を避ける

ための措置を採ること。 

 ・長さ１２ｍ以上の船舶は、海上衝突予防法の規定に基づいて汽笛

を装備すること。 

 ・事故発生時には速やかに海上保安庁へ通報すること。 



 

付図１ 事故発生経過概略図 
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事故発生場所 

（令和元年８月２６日 

 ０９時３０分ごろ発生） 
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